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大阪府内の学校、幼稚園、高齢者施設等、各種施設関係者のみなさまへ 

  

PM2.5 の注意喚起に係る 

施設関係者向けマニュアル 

（令和５年 1 0 月改訂版） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府からのお願い 

大阪府は、PM2.5 濃度が高くなると予測される場合、速やかに防災

情報メールなどで注意喚起のお知らせをします。 

各種施設関係者のみなさまにおかれましては、防災情報メールの受

信登録をお願いするとともに、日頃から施設を利用される府民の方へ

の受信登録の案内にご協力をお願いします。 

また、大阪府が PM2.5 の注意喚起のお知らせをした場合には、

貼紙の掲示や施設内放送による施設利用者への周知のご協力をお願い

します。           

大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課 
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１．PM2.5 の注意喚起の対応マニュアル 

（１）はじめに 
PM2.5 （微小粒子状物質）は、物の燃焼やガス状物質の反応等により発生する大気中に

浮遊している 2.5μm(マイクロメートル：1μmは 1mm の千分の 1 )以下の非常に小さ

な粒子で、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心

配されています。 

 

 

 

 

※PM2.5 の成分は二次粒子の割合が多いことが知られていますが、その発生機構は詳しく解明されていません。 

また、地域で人為的に発生するもののほか、自然由来のものや広域移流による影響もあります。 

 

 
大阪府は、平成 25 年３月から国の指針に基づき PM2.5 の濃度が高くなると判断した

場合、速やかに防災情報メールなどで府民のみなさまに注意喚起を行うこととしています。 

施設関係者のみなさまにおかれましても、利用者のみなさまへのより広い周知をおこな

っていただきますよう何卒ご協力をお願いいたします。 

  

（２）このマニュアルの対象となる施設 
このマニュアルの対象となる施設は、PM2.5 の影響をより受けやすいとされている呼吸

器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢の方が利用される大阪府内の施設（学校、幼稚

園、保育園、高齢者施設、病院、公園等）を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

粒子の大きさ比較 

 

 

1 μm＝0.001mm  
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（３）お願い事項と対応の流れ 

 〇普段からの対応について 

・施設関係者は、PM2.5 の注意喚起のお知らせを受信するために、 

防災情報メールの受信登録をしてください。 

   ⇒防災情報メールの受信登録方法は資料１をご確認ください。 

また、以下の府 HP でもご案内しています。 

（https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5736/00118573/to

urokuhouhou.pdf ） 

 

・施設利用者に対しても、チラシ配付、ポスター掲示などで受信登録 

の案内をしてください。 

⇒チラシは、以下の府 HP からダウンロードできます。 

（ https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5736/00118573/P

M2.5flyer%20.pdf ） 

 

 

〇PM2.5 注意喚起時の対応について 

貼紙の掲示と施設内放送により、施設利用者に対し周知してください。 

⇒詳しくは下記の“対応の流れ”をご参照ください。 

 

〇PM2.5 注意喚起時の対応の流れ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）貼紙、放送例 

次ページ以降に掲載しています。 

（貼紙をコピーして貼り出すなどしてください。） 

大阪府からの PM2.5 に関する防災情報メールを受信 

受信した防災情報メールの件名が 

「PM2.5 の朝の注意喚起です。（大阪府）」または、 

「PM2.5 の昼の注意喚起です。（大阪府）」の場合 

  

⇒貼紙の施設利用者が見やすい場所への掲示と、「放送例」

の施設内放送をしてください。 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5736/00118573/tourokuhouhou.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5736/00118573/tourokuhouhou.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5736/00118573/PM2.5flyer%20.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5736/00118573/PM2.5flyer%20.pdf
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施設ご利用の皆さまへ 

 

2.5 ᵖ  

 

⁸ ─ 2.5 ⅜ ≤⌂∫≡

⅔╡⁸ ⅛╠⁸ ─ ⌐

⅜ ╦╣≡™╕∆─≢⁸⅔ ╠∑⇔╕∆⁹ 

↓─⅔ ╠∑│ 24 ╕≢ ≢∆⁹  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

ה ≢─ ─ ⇔™ ╛ ╩≢⅝╢

∞↑ ⅎ╕⇔╞℮⁹ 

ה ╛ ─ ╩ ⌐∆╢⌂≥⁸

⅜≢⅝╢∞↑ ⌐│™╠⌂™╟℮⌐⇔
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ה ╛ ─№╢ ⁸ ↕⌂⅔

╛⅔ ╡─ │⁸ ⌐ ∂≡╟╡

⌂ ╩⇔╕⇔╞℮⁹ 

─ PM2.5─ │⁸ ─ ⱱכⱶⱭכ☺≢
↔ ™√∞↑╕∆⁹   ─  ≢  

貼紙（注意喚起時） 

֘⅔ ™ ╦∑ ֙ 

   

   

 ⱪכꜟ◓ 

 06 6210 9621 

 

 ⱨᾛ ἧ PM2.5   
 

Ẏ ʴ ἧ ♄
2.5 ̊ʤ ⱨᾛ ἧ

 
Ằ Њ ʝ

ὑ ↓̊ʣט╠ ᴀטᶅ ⱦ
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 ⁸ ─ 2.5 ─ ⅜
⌐⌂∫≡™╕∆⁹ ⅛╠⁸
⅜ ╦╣╕⇔√─≢⁸⅔ ╠∑⇔╕
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│⁸ │⁸ ─ ⌐ ⇔≡ ⇔╕
⇔╞℮⁹ 

 
ה ≢─ ─ ⇔™ ╛
╩≢⅝╢∞↑ ⅎ╕⇔╞℮⁹ 
ה ╛ ─ ╩ ⌐∆╢
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╠⌂™╟℮⌐⇔╕⇔╞℮⁹ 

ה ╛ ─№╢ ⁸
↕⌂⅔ ╛⅔ ╡─ │⁸
⌐ ∂≡⁸╟╡ ⌂ ╩⇔

╕⇔╞℮⁹ 
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２．資料集 

 
 
（資料１）防災情報メールへの登録方法 
 
 
（資料２）大阪府が行う PM2.5 の注意喚起の方法 
 
 
（資料３）PM2.5 の注意喚起に関する Q&A （環境省作成）  
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防災情報メールの登録方法 

 

○情報の流れ 

 
 

 

○登録の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



8 

 

○登録方法 

① 空メールの送信 

○＜touroku@osaka - bousai.net ＞に空メール（本文、件名に何も書かれていないメール 

を送信してください。 

○以下の QR コードを携帯電話で読み込んでメールを送信することも可能です。 

 

  

② おおさか防災ネットへの接続 

○おおさか防災ネットから、登録用ＵＲＬや解除用ＵＲＬが記載されたメールが返信され

ます。 

○メール本文にある[■登録]のすぐ下にある登録用ＵＲＬに接続してください。 

 

 

【空メールを送信しても返信がない場合】 

■迷惑メール防止機能の解除 

 

○ドメイン指定受信の設定をされている場合 

 osaka - bousai.net ドメインからのメールが受信できるように設定を変更してください。 

 

○アドレス指定受信の設定をされている場合 

 ＜notice@osaka - bousai.net ＞と＜bousai - info@osaka - bousai.net ＞アドレスからのメー

ルが受信できるように設定を変更してください。 

 

○ＵＲＬリンク付きメール受信の設定をされている場合 

 osaka - bousai.net ドメインのＵＲＬが記載されているメールが受信できるように設定を変更し

てください。 

 

○携帯電話での設定変更の方法については、携帯電話会社または販売店にお問い合わせください。 
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③ 利用規約への同意 

○利用規約を一番下までお読みいただき、サービスを利用される場合は[同意する]を押し 

てください。 
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④ 配信地域の選択 

○配信地域を選択し、[次へ]を押してください。 

 

   

※PM2.5 の注意喚起については、選択し

た地域に関わらず、希望された方全員に府

域全域の情報が配信されます。 
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⑤ 配信条件の選択 

〇配信条件を選択し[次へ]を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※国民保護情報等その他配信条件に     

ついては、希望にあわせて選択し 

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2.5 の注意喚起の配信を希

望される方は、『お知らせ（その

他緊急情報、防災イベント情

報）』の項目を「希望する」に選

択してください。 



12 

 

⑥ 登録内容の確認 

○登録内容を確認し、[登録]を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「希望する」となっているか確認

してください。 
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⑦ 登録完了 

○この画面が表示されると登録が完了します。 

 

 

 

 

※防災情報メールに登録すると、PM2.5 の注意喚起のお知らせの他に大雨警報などの気象

情報、台風・地震情報などが配信されます。 

防災情報メール全体に関する詳細につきましては、おおさか防災ネットのホームページ 

https://www.osaka-bousai.net/preventinfomail.html をご参照ください。 

  

https://www.osaka-bousai.net/preventinfomail.html


14 

 

 

 

大阪府が行う PM2.5 の注意喚起の方法 

〇PM2.5 の注意喚起の概要 

 

大阪府は、PM2.5 濃度が国の暫定指針値（日平均値 70μg/）を超えることが予測さ

れると判断した場合、大阪府の全域に注意喚起を行います。注意喚起は朝（7 時 15 分）

と昼（12 時 15 分）に行います。 

ただし、朝の注意喚起を実施した場合は、昼の再度の注意喚起は実施しません。 

＜朝の注意喚起＞ 

一般大気環境測定局の午前５時、６時、７時の 1 時間値の平均値を計算し、府域を６つ

の地域（大阪市、堺市、北摂、北・中河内、南河内、泉州）に分けて、地域ごとに 2 番

目に大きい値が判断濃度（85 μg/ を超えた場合に行います。 

＜昼の注意喚起＞ 

 一般大気環境測定局の午前５時から 12 時までの 1 時間値の平均値を計算し、６つの地

域ごとに 1 番大きい値が判断濃度（80 μg/ を超えた場合に行います。 

 

〇注意喚起の方法 

（１）防災情報メールの配信  

メールの発信時刻は、注意喚起は 7 時 15 分又は 12 時 15 分です。ただし、メー

ルの発信から受信までに 15 分程度かかる場合があります。 

（２）大阪府の大気情報ホームページへの掲載 

大阪府の大気情報ホームページでは、PM2.5 を含む大気汚染物質の測定データを提

供しています。府内にある測定局（自動測定機を設置している局舎）の１時間ごとのリ

アルタイムのデータを提供しているほか、PM2.5 の注意喚起の情報を掲載します。 

なお、PM2.5 については、平成 2 3 年度の測定開始以降初めて府内全局で環境基準

を達成した令和 3 年度に続き、令和 4 年度も全局で環境基準を達成しています。 

 

大阪府の大気情報ホームページへのアクセスは、下記の URL 又は、大阪府の大気情報

で検索してください。 

   https://taiki.kankyo.pref.osaka.jp/  

  

資料２ 

https://taiki.kankyo.pref.osaka.jp/
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PM2.5 の注意喚起に関するＱ＆Ａ（環境省作成） 

HP PM2.5 ⌐ ∆╢╟ↄ№╢  

 

Q. PM2.5 ≤│⁸≥─╟℮⌂╙─≢∆⅛⁹ 

A. PM2.5 ≤│⁸ ⌐ ∆╢ ↕⌂ ─℮∟⁸ ─ ⅝↕⅜ 2.5ɡm 1ɡ

m=1mm─ ─ 1 ─ ⌐ ↕⌂ ─↓≤≢∆⁹∕─ ⌐│⁸ ⁸ ⁸

⁸▪fi⸗♬►ⱶ ─╒⅛⁸◔▬ ⁸♫♩ꜞ►ⱶ⁸▪ꜟⱵ♬►ⱶ⌂≥─ ⌂≥⅜ ╕╣╕∆⁹

╕√⁸↕╕↨╕⌂ ─╙─⅜ ╕╣≡⅔╡⁸ ╛ ⁸ ⌂≥⌐╟∫≡ ╙ ⇔╕∆⁹ 

 

Q. PM2.5 │⁸≥─╟℮⌐⇔≡ ⇔╕∆⅛⁹ 

A. PM2.5 ⌐│⁸ ─ ⌂≥⌐╟∫≡ ↕╣╢╙─ ≤⁸

≢─ ⌐╟╡ ↕╣√╙─ ≤⅜№╡╕∆⁹ 

─ ≤⇔≡│⁸Ⱳ▬ꜝכ╛ ⌂≥┌™ ╩ ∆╢ ☻◒כ◖⁸ ╛

⌂≥ ∂╪ ⅛™∟╡ ╩ ∆╢ ⁸ ⁸ ⁸ ⌂≥─╒⅛⁸ ⁸ ⁸

⌂≥ ─╙─╛ ⌐╟╢ ╙№╡╕∆⁹╕√ ≢╙⁸ ╛ Ⱪכ♩☻⁸

⌂≥⅛╠ ⇔╕∆⁹ 

│⁸ ⁸ ה ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⌂≥─ ⌐╟∫≡

↕╣╢ SOx ╛ NOx ⁸ ─╒⅛⌐ ה ─ ╛

⅛╠─ ⁸ ⌂≥⅛╠ ↕╣╢ VOC ─●☻ ⅜⁸

≢ ╛○♂fi≤ ⇔≡ ↕╣╕∆⁹ 

 

Q. ≥─╟℮⌂ ⅜№╡╕∆⅛⁹ 

A. PM2.5 │ ─ ⅝↕⅜ ⌐ ↕™ ─ ─ ↕─ 30 ─ 1 √╘⁸ ─

ↄ╕≢ ╡╛∆ↄ⁸ ╛ ⌂≥─ ┼─ ─╒⅛⁸ ⅜╪─ꜞ☻◒─

╛ ┼─ ╙ ↕╣≡™╕∆⁹ 

 

Q. ≥─ ─ ⌐⌂╢≤ ⅜ ∂╕∆⅛⁹ 

A. PM2.5 ─ ─ ╩ ∆╢ ≢ ↕╣╢↓≤⅜ ╕⇔™ ≤

⇔≡₈ ⅜ 15ɡg/m3 ≢№╡⁸⅛≈⁸ ⅜ 35ɡg/m3 ≢№╢↓≤₉≤ ╘╠

╣≡™╕∆⁹ ⅜ 25 ⌐ ⇔√₈ PM2.5 ⌐ ∆╢ ₉≢

│⁸ ⅜ ∆╢ ⅜ ↄ⌂╢≤ ↕╣╢ ≤⇔≡⁸ ─√╘─ ⌂

≤⌂╢ ╩ 70ɡg/m3≤ ╘≡™╕∆⁹ ⇔⁸ ╛ ─ ─№╢ ⁸

╛ ⌂≥≢│⁸ ⅜ ⅝™≤ ⅎ╠╣≡⅔╡⁸↓╣╟╡ ™ ≢╙ ⅜ ∂╢

│ ≢⅝⌂™≤↕╣≡™╕∆⁹↓─ ⌂ ≤⌂╢ ⌐≈™≡│⁸ √⌂ ╛♦

─♃כ ╩ ╕ⅎ⁸ ⌐ ∂≡⁸ ⇔╩ ℮↓≤≤⇔≡™╕∆⁹ 

 

 

資料３ 
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Q. 25 ─ ─ ─ ⌐│⁸ ≢ ⅜╖╠╣√─≢∆⅛⁹ 

A. ≢│⁸ ─ ™ ≢ ╩ ⅎ╢ ⅜ ⌐ ↕╣╕⇔√⅜⁸ ─

⌐⅔↑╢ ─ ⌐≈™≡⁸ 25 1 ╩♃כ♦─ 24 ╛ 23 ─

≤ ∆╢≤⁸ ™ │ ╘╠╣╕⇔√⅜⁸ ⅝ↄ ╢╙─≢│№╡╕∑╪≢⇔√⁹⌂⅔⁸↓

╣╕≢ ╡ ╪≢⅝√ ⌐ ≠ↄ ה ─┌™ ─ ╛

●☻ ⌂≥⌐╟╡⁸ PM2.5 ─ ─ ⌂ │ ⌐№╡╕∆⁹ 

 

Q. ─ ⌐╟╢ ┼─ │⁸≥─ ≢∆⅛⁹ 

A. 25 ─ ⌐⅔↑╢ ⌂ PM2.5 ─ ⌐≈™≡│⁸ ─ ™ ≢

╩ ⅎ╢ PM2.5⅜ ↕╣√↓≤⁸ ─ ─ ⌂™ ─ ⌐№╢

─ ≢╙ ─ ⅜ ↕╣⁸∕─ ⌐ ▬○fi⅜ ↄ ╕╣≡

™√↓≤⁸ ─ ◦Ⱶꜙ꜠כ◦ꜛfi ⌐╟╢≤ ▪☺▪⌐⅔↑╢ ⌂

PM2.5⌐╟╢ ─ ⅜ ⌐╙ ╪≢™╢↓≤⁸⌂≥⅛╠ ⌐ ∆╢≤⁸ ⅛╠─

─ ⅜№∫√╙─≤ ⅎ╠╣╕∆⁹ ⁸PM2.5│ ≢╙ ⅜ ─ ≢ ↕

╣≡⅔╡⁸ │ ⌐╟╢ ╙ ⌐№∫√≤ ⅎ╠╣╢↓≤⅛╠⁸ 25 ─

│ ⅛╠─ ≤ ─ ⅜ ╖ ╦↕∫≡™╢ ⅜ ™≤↕╣≡™╕∆⁹

⌐╟╢ ─ │ ╛ ⌐╟∫≡ ⌂╢√╘⁸∕─ ╩ ⌐ ╠⅛⌐∆╢⌐│

⌂ ⅜ ≢∆⁹ 

 

Q. ⌐╟∫≡ PM2.5 │ ⇔╕∆⅛⁹ 

A. ⁸ ⅛╠ ⌐⅛↑≡│ PM2.5 ─ ⅜ ⅝ↄ⁸ ∆╢ ⅜╖╠╣⁸ ⅛╠

⌐⅛↑≡│ ⇔√ ⅜ ↕╣≡™╕∆⁹ 

 

Q. ₈ ⌂ ≤⌂╢ ₉⌐│⁸≥─╟℮⌂ ⅜№╡╕∆⅛⁹ 

A. ⅜ 25 ⌐ ⇔√₈ PM2.5 ⌐ ∆╢ ₉⌐⅔™≡

↕╣√ ⌂ ≢№╡⁸ ─ ⌐ ≠™≡ ─√╘─ ≤⇔≡ ↕╣

√╙─≢∆⁹ 

 

Q. ₈ ⌂ ≤⌂╢ ₉╩ ⅎ√ │⁸ ╛ ⅜ ↕╣╕∆⅛⁹ 

A. ⌐⅔™≡⁸ ⌂ ≤⌂╢ ≤⇔≡─ 1 70ɡg/m3⌐ ∆╢ 1 85

ɡg/m3 ─ 1 ─ ⁸1 80ɡg/m3 12 ─ 1 ─ ╩

ⅎ√ │⁸ ⅜ ╩ ℮↓≤╩ ⇔≡™╕∆⁹√∞⇔⁸↓─ │ ○◐◦♄

fi♩─ ─╟℮⌂ ⌐ ≠ↄ ≢│⌂™─≢⁸ ╛ │ ↕╣╕∑╪⁹ 

 

Q. ₈ ⌂ ≤⌂╢ ₉╩ ⅎ√ │⁸≥─╟℮⌂↓≤⌐ ∆╣┌╟™≢∆⅛⁹ 

A. PM2.5 ⅜ ⌂ ≤⌂╢ ╩ ⅎ√ ⌐│⁸∕─ ╩ ╠∆√╘⁸ ≢─ ─

⇔™ ╛ ╩≢⅝╢∞↑ ╠∆↓≤│ ≢∆⁹∕─ ⁸ ⌐⅔™≡╙ ╛ ─ ╩

⌐∆╢⌂≥⌐╟╡⁸ ─ ┼─ ╩≢⅝╢∞↑ ⌂ↄ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ ⌐

╛ ─ ╩ ∆╢ ⁸ ⁸ ⌂≥│⁸╟╡ ╩ ↑╛∆™ ⅜№╢─≢⁸

⅛╠ ╩ ⅜↑╢≤≤╙⌐⁸ ─ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ≢∆⁹╕√ ⌐╟╡⁸
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─ PM2.5 ⅜ ⅝ↄ ∆╢↓≤⅜ ╠╣≡™╕∆⁹ 

 

Q. ₈ ⌂ ≤⌂╢ ₉╩ ⅎ√ │⁸ ─ ≢─ │ ∆╢ ⅜№╡╕∆⅛⁹ 

A. PM2.5 ⅜ ─√╘─ ⌂ ≤⌂╢ ╩ ⅝ↄ ⅎ⌂™ ╡⁸ ─ ≢─

│ ∆╢ │⌂™≤ ⅎ╠╣╕∆⁹ 

↓╣│⁸₈ ─ ⇔™ ≢⌂™ ╡ │ ⅝ↄ ∑∏ ─ ╙ ↄ⌂™↓≤⁸

┘ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╢ ⅜ ⅝™₉↓≤╩ ⇔√╙─≢∆⁹ ⇔⁸ ה

╩ ∆╢ ⁸ ⌂≥│⁸ ⌂ ⌐ ═ ╩ ↑╛∆ↄ ╙ ⅝™≤ ⅎ╠

╣╢√╘⁸ ⅛╠ ⌐ ╘╢≤≤╙⌐⁸PM2.5 ⅜ ™ ⌐│⁸ ─ ⌐ ∂≡╟

╡ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ╕╣╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ │ ⌐ ⅜ ↓∫√ ⌐ ⅎ≡⁸ ─ ╛ ⌐

≢⅝╢ ╩ ∆╢⌂≥─ ⅜ ≤ ⅎ╕∆⁹↓℮⇔√ │ ⌂╙─≢│⌂ↄ⁸

PM2.5 ─ ⌐ ╦╠∏⁸↓─╟℮⌂ ╩ ∆╢ ⁸ ⅜ ╢═⅝ ≤ ⅎ╕

∆⁹ 

⌂⅔⁸₈ ⅝ↄ ⅎ╢ ₉─ ⌂ ⌐≈™≡│⁸ ⌐⅔™≡╙₈ ≢│

≢─ ⌐ ∆╢ ⌂ ⅜⌂™√╘⁸ ⌂ ╩ ∆↓≤│ ₉≤™℮ ≢⇔

√⅜⁸ ─ AQI ╩ ⌐∆╢≤⁸ ⅜ 140 150ɡg/m3╩ ⅎ╢ ⁸∆═

≡─ │ ─ ⇔™ ╛ ╩ ∆═⅝≤─▪♪Ᵽ▬☻⅜⌂↕╣≡™╕∆⁹ 

 

Q. ₈ ≢─ ─ ⇔™ ₉≤│⁸≥─╟℮⌂ ╩ ⇔≡™╢─≢∆⅛⁹ 

A. ⌐ ∆╢↓≤│ ≢∆⅜⁸ⱴꜝ♁fi ─╟℮⌐ ┼─ ─ ⅜ ↄ╟

℮⌂ ⅜ ↕╣╕∆⁹ ─ │⁸ ─ ⇔™ ⌐│№√╠⌂™≤ ⅎ≡™╕

∆⁹ 

 

Q. ─ ≢ PM2.5─ │≥╣╒≥ ℮─≢∆⅛⁹ 

A. ─ ⌐╟╢ ┼─ ╩ ⌐ ⇔√ │№╡╕∑╪⅜⁸ ╩ ↑≡⅔ↄ≤ ─

PM2.5 │ ─ PM2.5 ≤ ─ ⌐⌂╢≤ ↕╣╢↓≤⅛╠⁸ ─ ╛ │

⌐∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ─ ┼─ ╩≢⅝╢∞↑ ⌂ↄ⇔⁸∕─ ╩ ╠∆↓≤│

⌂ ≤ ⅎ≡™╕∆⁹ 

 

Q. ⱴ☻◒─ │ ≢∆⅛⁹ 

A. PM2.5 ⌐ ⇔≡⁸ ⱴ☻◒ ⱴ☻◒ ─ ⌐╟╡⁸№╢ ─

│ ≢⅝╕∆⅜⁸PM2.5─ │∕─ ⌐╟∫≡ ⌂╢≤ ⅎ╠╣╕∆⁹╕√⁸

╛ ─ ⌂ ∂╪ⱴ☻◒ N95β1╛ DS1β2 ─ ─╙─ │⁸ ─ ─

™ⱨ▫ꜟ♃כ╩ ∫≡⅔╡⁸PM2.5─ ╩ ╠∆ ⅜№╡╕∆⁹ ⇔⁸ⱴ☻◒╩ ∆╢ ⌐

│ ─ ⅝↕⌐ ∫√╙─╩⁸ ⅜ ╣⌂™╟℮⌐ ⇔⌂↑╣┌⁸ ⌂ ⅜ ≢⅝╕∑╪⁹

⁸ ∆╢≤ ⇔ ⇔™ ∂⅜№╢─≢⁸ ─ ⌐│ ™≡™╕∑╪⁹ 

β1 ─ ⌐ ≠⅝NIOSH ⅜ ⇔√ⱴ☻◒⁹ 

β2 ⌐ ≠ↄ ⌐ ⇔√ⱴ☻◒⁹DS1╛DS2⌂≥─ ⅜№╢⁹ 
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Q. │ PM2.5─ ⌐ ≢∆⅛⁹ 

A. PM2.5 ⌐ ∆╢ ─ ⌐≈™≡│⁸ⱨ▫ꜟ♃כ─ ╛ ⌂≥ ⌐╟∫≡ ⌂

╢≤ ⅎ╠╣╕∆⁹ ⌐≈™≡│⁸ ⱷכ◌כ⌐⅔™≡ ⌐╟╡ ─ ⅜ ↕

╣≡™╢≤─↓≤≢∆⅜⁸ ─ ─ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ╛ כ◌כⱷה

⌐ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

 

Q. ─ ⌐ │⌂™─≢∆⅛⁹ 

A. PM2.5⅜ ⌐ ∆╢↓≤│ ↕╣╕∆⅜⁸ ↕╣≡™╢ PM2.5─ │ ⌐ ┼

─╙─≢№╡⁸ ⌐╟╢ │↓╣╕≢ ↕╣≡™╕∑╪⁹ 

 

Q. PM2.5≤ ─ │≥─╟℮≢∆⅛⁹ 

A. │⁸ ▪☺▪─ ⅛╠ ⌐╟╡ ⌐ ™ ⅜∫√ ה ⅜ ⇔≈≈

∆╢ ≢∆⁹ ┼ ∆╢ ─ ⅝↕│ ɡm ─╙─⅜ ≢∆⅜⁸ 2.5ɡm ─

⌂ ╙ ╕╣≡™╢√╘⁸PM2.5─ ╙ ∆╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

╕√⁸ ⅜ ↕╣╢ ≢⁸ ─ ⅜ ™ ╩ ∆╢ ⁸↓╣╠─ ≤≤

╙⌐ ┼ ∆╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ ⌂ │ ╠╣≡™╕∑╪⅜⁸ ⌐╟╢ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⅜ ∆╢

─ ╙№╡╕∆─≢⁸ ─ ⌐ ∫≡ PM2.5 ╙ ⇔≡™╢ ⌐│ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

Q. PM2.5≤ ─ │≥─╟℮≢∆⅛⁹ 

A. ─ ⅝↕│ 30ɡm ≢⁸PM2.5╟╡╙⅛⌂╡ ⅝ↄ⁸▪꜠ꜟ◑כ ─ ≈≢№╢ ─

≤⌂╢↓≤⅜ ╠╣≡™╕∆⁹ ≤ PM2.5 ─ ⌐≈™≡│⁸ ≢ ⌂ │

╠╣≡™╕∑╪⅜⁸ ─ ≢│ PM2.5 ─ ꜟ♀כ▫♦╢№≢ ⅜ כ◑ꜟ꜠▪

כ◑ꜟ꜠▪┘ ╩ ↕∑╢≤─ ╙№╡╕∆─≢⁸PM2.5 ⅜ ™≤⅝⌐│

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

Q. PM2.5≤ √┌↓─ │≥─╟℮⌂ ⅜№╡╕∆⅛⁹ 

A. √┌↓─ ⌐│ ↄ─ ⌂ ⌂ ⅜ ╕╣≡⅔╡⁸ ─ ╛ ─ PM2.5

│ ɡg/m3⌐ ┬↓≤╙№╢↓≤⅜ ↕╣≡™╕∆⁹ 

 

Q. PM2.5 ⌐ ∆╢ │⁸≥℮∆╣┌ ≢⅝╕∆⅛⁹ 

A. ⱱ כ ⱶ Ɑ כ ☺ ─ ₈ PM2.5 ⌐ ∆ ╢ ◘ ▬ ♩ ₉

(https://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html ─╒⅛⁸ ─ ─ ◘▬♩╛

─◘▬♩⌂≥⅜№╡╕∆⁹ 

 

Q. ─ ⌐ ∆╢ │⁸≥℮∆╣┌ ≢⅝╕∆⅛⁹ 

A. ⌐ ≠⅝⁸ ╛ ⅜ 645◌ 25 3 ≢

PM2.5 ─ ⸗♬♃ꜞfi◓ ╩ ⇔≡™╕∆⁹PM2.5╩ ╘≤∆╢ ─

─ ⌐≈™≡│⁸ ─ ◦☻♥ⱶo ∕╠╕╘ ₓhttps://soramame.env.go.jp/

╛ ─PM2.5 ◘▬♩⌂≥≢ ⅜ ↕╣≡™╕∆⁹ 

https://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html
https://soramame.env.go.jp/
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＜本マニュアルに関するお問い合わせ先＞ 

大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 

〒559 - 8555  大阪市住之江区南港北 1 - 14 - 16  

 

 

■環境監視グループ 

         TEL ：06 - 6210 - 9621  

         E- mail ：kankyohozen - 01@gbox.pref.osaka.lg.jp  


